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持続化給付金は、新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者の皆様に、事業の継続を支え、再起の
糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金として支給するものです。期間限定で持続化給付金の申請サポートキャラバン
隊会場が下記のとおり開設されます。ご自身で電子申請を行うことが困難な方はサポートキャラバン隊会場で申請してください。
【対象者】 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で５０％以上減少している中小企業、小規模事業者。
【給付額】 法人は上限２００万円、個人事業者は上限１００万円 ※ただし、昨年１年間の売上から減少分が上限です。
【必要書類】 ≪法人≫ ①確定申告書類の控え②減収月の売上台帳等の写し③通帳の写し

≪個人事業者≫ ①確定申告書類の控え③減収月の売上台帳等の写し③通帳の写し ④本人確認書類

「持続化給付金」申請サポートキャラバン隊会場のご案内

【期 間】 １２日１０日（木）～１２月２３日（水） ９：００～１７：００ 月曜日休館 ※最終日は１５：００で終了
【場 所】 久々野公民館３階（久々野町久々野１５０５‐４）
【予 約】 電話（０１２０‐２７９‐２９２ もしくは ０３‐６８３２‐６６３１（IP電話専用）もしくはWEBサイトから要予約 《詳細はこちら》

高山西商工会ラインアカウントのご案内
高山西商工会では独自のラインアカウントにて、
セミナーや補助金・助成金等の支援施策、商工
会活動等の情報をスピーディにお届けしています。
“商工会だより“ではお知らせしていない情報も
配信していますので、是非高山西商工会ライン
アカウントをご登録ください。 《登録↑↑》

キャッシュレス決済サービス「TimesPAY」商工会プラン第二弾のご案内
キャッシュレス決済サービス「 TimesPAY 」の商工会会員限定優待プランが台数限定で提供されることとなりました。キャッシュレ
ス決済未対応の事業所におかれましては、この機会に導入をご検討ください。
メリット① ⇒ 初期導入費用３８，０００円（ﾓﾊﾞｲﾙﾌﾟﾘﾝﾀ、ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ、決済専用ﾀﾌﾞﾚｯﾄ）が無料！
メリット② ⇒ ４G回線使用で通信費が無料！（Wi-Fi環境不要のため屋外でも使用可能！）
メリット③ ⇒ VISAとmastercardの決済手数料が通常3.24％のところ3.1％に！
メリット④ ⇒ 操作がとても簡単なので、ご年配の方でも安心してご使用いただけます。

【申込資格】 商工会会員 ★導入推奨業種：➊飲食、➋製造・販売、➌販売、➍理・美容
【申込方法】 右のQRコードもしくはURL（https://bit.ly/3emH3U9）からお申し込みください。 《申込フォーム》

持続化給付金・家賃支援給付金の申請期限は令和３年１月１５日です

販路開拓を目指す設備投資等に活用できる「小規模事業者持続化補助金」のご案内
【対象事業】 小規模事業者が経営計画を策定して取り組む販路開拓等の取組
【対象経費】 機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、専門家謝金・旅費、委託費、外注費 等
【補助金額】 補助上限額：５０万円（補助率２/３）
【申請期限】 第４回…令和３年２月５日（金）消印有効（実施期間：交付決定日～令和３年１１月３０日） 《詳細はこちら》

家賃支援給付金は、新型コロナウイルス感染症防止対策で営業を自粛したこと等の理由から売上が減少した事業者のみなさま
の事業の継続を支えるため、地代・家賃（賃料など）の負担を軽減するための国による給付金制度です。
【対象者】 ≪法人≫資本金１０億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者を対象とし、医療法人、農業法人、NPO法人、

社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象とされています。
≪個人事業者≫フリーランスを含み、幅広く対象とされています。
◆２０２０年５月～１２月の期間で、新型コロナウイルス感染症の影響により、以下のいずれかにあてはまること。
① いずれか１か月の売上が前年の同じ月と比較して５０％以上減っている
② 連続する３か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して３０%以上減っている

【給付額】 法人は最大６００万円、個人事業者は最大３００万円
申請日の直前１か月以内における支払賃料などをもとに算定した給付額の６倍。詳しくはWEBサイトでご確認ください。

【申請方法】 Web上での申請が基本ですが、電子申請を行うことが困難な方のために申請サポート会場が開設されています。
サポート会場：ひだホテルプラザ ※完全予約制
（開設時間９：００～１７：００、土日定休、年末年始休業１２月３１日（木）～２０２１年１月３日（日））
サポート会場ご利用の場合は、電話（０１２０-１５０-４１３）もしくはWEBサイトから予約してください。

【必要書類】 ≪法人≫ ①確定申告書類の控え②減収月の売上台帳等の写し③賃貸借契約書の写し
④直近３か月間の賃料の支払い実績を証明する書類⑤通帳の写し ⑥誓約書

≪個人事業者≫ 上記①～⑥に加え、⑦本人確認書類の写し
【問合せ先】 家賃支援給付金コールセンター ０１２０‐６５３‐９３０（全日８：３０～１９：００） 《詳細はこちら》



マル経融資制度（小規模事業者経営改善資金融資制度）のご案内
マル経融資は、商工会の推薦により日本政策金融公庫が無担保・無保証
・低金利で利用できる融資制度です。
「年末に向けて忙しくなりそうなので、仕入資金を調達したい。」「大規模な
受注が入りつなぎ資金を確保したい。」「設備が老朽化したので、新しいもの
に買い替えたい。」等、資金調達を検討されている場合は早めに商工会へ
ご相談ください。
融資の実行までにはご用意していただく書類や審査・手続き等に時間を要
しますので、早め早めのご相談をお願い致します。（経営状況等により、融資
ができない場合もあります）

日本政策金融公庫における新型コロナウイルス感染症関連の融資制度について

【問合せ先】 日本政策金融公庫岐阜支店国民生活事業（電話：０５８-２６３-２１３６）または商工会までお問い合わせください。

融資制度 利用要件 限度額 返済期間 利率

新型コロナウイルス

感染症特別貸付

新型コロナウイルス感染症の影響により、最

近１ヵ月の売上高が前年または前々年の

同期と比較して５％以上減少している方等

８,０００万円

（別枠）

設備２０年以内

運転１５年以内

（据置５年以内）

・１.２６％→０.３６％（３年間金利引下

げ▲０.９％）

・０.３６％→０.００％（特別利子補給）

新型コロナウイルス

対策マル経融資

最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の

同期と比較して５％以上減少している方

１,０００万円

（別枠）

設備１０年以内

（据置４年以内）

運転７年以内

（据置３年以内）

・１.２１％→０.３１％（３年間金利引下

げ▲０.９％）

・０.３１％→０.００％（特別利子補給）

新型コロナウイルスにより事業収入が減少した中小事業者の令和３年度固定資産税等が軽減されます
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小企業・小規模事業者の保有する事業用建物や設備の固定
資産税及び都市計画税について、令和3年度分に限り申告によりゼロまたは１／２となります。
【減免対象】 事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税、事業用家屋に対する都市計画税
【軽減率 】 令和２年２月～１０月までの連続する任意の３カ月間の事業収入が前年同期に比べて

⇒ ５０％以上減少・・・・・・全額軽減
⇒ ３０％以上５０％未満減少・・・・・・２分の１軽減 《詳細はこちら》

【申告方法】 認定経営革新等支援機関等の確認を得た必要書類とともに、税務課又は各支所地域振興課に申告。
【申告方法】 ※認定経営革新等支援機関等については中小企業庁のＨＰでご確認いただけます。（商工会も認定支援機関です）
【申告期限】 令和３年２月１日（月）消印有効
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役立つ情報をＬＩＮＥでお届けしています！


